
重度障害者が入院する場合

コミュニケーション支援として

重度訪問介護ヘルパーの付添いが可能です

入院中の重度訪問介護の利用について

医療機関・医療従事者の皆さまへ

 コミュニケーションに特別な技術が必要な障害をもつ患者が医療機関に入院する場合、

入院前から支援を行っている等、その患者へのコミュニケーション支援に熟知してい

る支援者が、患者の負担で入院中に付き添うことが可能となっています。

「特別なコミュニケーション支援が必要な障害者の入院における支援について」

（平成28年６月28日付け保医発0628第２号厚生労働省保険局医療課長通知）

 障害福祉サービスの一つ「重度訪問介護」を利用している最重度の障害者は、医療機

関に入院している間も、引き続き重度訪問介護を利用して、本人の状態を熟知した支

援者（ヘルパー）から、医療機関の職員と意思疎通を図る上で必要な支援を受けるこ

とができます。

※重度訪問介護は、障害者本人の居宅や外出時に、支援者（ヘルパー）が生活全般にわたる援助を

行う障害福祉サービスです。

※コロナ禍の医療機関における対応は、以下で示されています。

「特別なコミュニケーション支援が必要な障害児者の入院時における支援者の付添いの受入れに

ついて」（令和４年11月９日付け厚生労働省医政局地域医療計画課ほか連名事務連絡）

 障害者ごとに異なる特殊な介護方法（例：体位交換）を、医療従事者などに的確に伝

えることができ、適切な対応につながります。

 強い不安や恐怖等による混乱（パニック）を防ぐための本人に合った環境や生活習慣

を医療従事者に伝えることができ、病室等の環境調整や対応の改善につながります。

重度の障害で意思の疎通に支援が必要な方が入院する場合、重度訪問介護ヘルパー

が付き添うことができます。

入院中の最重度の障害者のコミュニケーションを支援することで、患者（障害者）

本人が必要とする支援内容を、医師や看護師等の医療従事者などに的確に伝えるこ

とができ、安心して入院中の治療を受け、療養生活を送ることができます。

特別なコミュニケーション支援に期待できる例
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